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総 数 5,885 5,117 7,167 5,445 9,006 7,740 9,753 7,093 6,510 4,517 -33.3

ベ ト ナ ム 3,741 3,371 4,772 3,747 6,016 5,488 5,481 4,920 3,865 3,361 -29.5

ミ ャ ン マ ー 250 149 447 108 607 35 1,765 5 1,263 56 -28.4

イ ン ド ネ シ ア 240 223 208 191 367 357 662 611 520 423 -21.5

中 国 964 868 896 749 922 848 816 703 335 271 -58.9

カ ン ボ ジ ア 494 343 667 491 829 773 694 565 275 210 -60.4

フ ィ リ ピ ン 48 38 47 40 70 64 84 69 70 56 -16.7

タ イ 62 58 74 71 70 67 38 30 37 30 -2.6

バ ン グ ラ デ シ ュ 13 5 1 1 5 4 20 20 35 23 75.0

ウ ズ ベ キ ス タ ン 3 2 3 3 26 22 63 59 31 27 -50.8

ス リ ラ ン カ 23 18 7 5 12 10 30 27 28 24 -6.7

そ の 他 47 42 45 39 82 72 100 84 51 36 -49.0

   

 

技能実習生の失踪者数の推移（令和２年～令和6年）

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（注１）　失踪者数は、在留資格「技能実習」をもって本邦在留中に、監理団体等から外国人技能実習機構に対し、「行方不明」となった旨の技能実習実施困難時届出書が提出された者を集計したもの。
（注２）　技能実習実施困難時届出書の受理から、３月以内の出入国在留管理上の手続により所在を確認したもの。

令和6年 令和６年失踪者数
の対前年増減率
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